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重要事項説明書（医療保険） 

 

 

1 事業所の概要                                                                         

事業所名 ふくふく寺前訪問看護ステーション 

所 在 地 横浜市金沢区寺前2-5-38 

提供可能サービス 

医療保険事業所番号 

訪問看護 

089,016.0 

管理者及び連絡先 
管理者 加藤 幸子 

連絡先 045-787-4652 

サービス提供地域 横浜市金沢区 

併設事業所 複合型サービスふくふく寺前/寺前デイサービスセンター 

 

2  事業所の職員体制等                                                                   

職 種 従事するサービス種類、業務 人 員 

管 理 者  業務全般の管理を 

一元的に行う 
1名 

事務担当職員 業務に関わる事務を行う 名 （常勤   名、非常勤   名） 

看 護 師  

利用者に対し可能な限り在
宅においてその有する能力
に応じ、自立した日常生活
を営む事ができるよう支援
する 

名  (常勤   名、非常勤   名） 

理学療法士 

利用者に対し可能な限り在
宅においてその有する能力
に応じ、自立した日常生活
を営む事ができるようリハ
ビリ訓練を行う 

名  (常勤   名、非常勤   名） 

 

3 営業日及び営業時間                                                                   

業 務 日 平 日 土・日曜日 休祭日 

月曜日から金曜日まで 8：30～17：30 休み 休み 

   （注）年末年始（12/29～1/3）は「休祭日」の扱いとなります。 

 

4 サービス提供日及びサービス提供時間                                                   

サービス日 平 日 土・日曜日 休祭日 

月曜日から金曜日まで 8：30～17：30 休み 休み 

   （注）年末年始（12/29～1/3）は「休祭日」の扱いとなります。 

 ※ 休日や夜間の電話連絡、必要時緊急時訪問は、24時間対応いたします                  
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5 サービス内容 

 主治医の指示に基づいて 

 （1）病状の観察・管理 

 （2）清拭などの清潔の保持 

 （3）褥瘡の処置やカテーテル・医療機器の管理などの診療の補助 

 （4）リハビリテーション 

 （5）家族や介護者への療養上の指導・支援 

 （6）精神面での支援 

  (7) ターミナルケア、在宅での看取り支援 

 

6 サービス利用料及び利用者負担 

 （1）利用料金別紙参照 

 （2）利用回数と利用時間 

    原則として週3回までの訪問となります。 

    サービス時間は、1回あたり30分から1時間30分以内となります。 

(3) 実施地域以外の交通費 

通常の事業の実施地域を越えて行う訪問看護等に要した交通費は、通常の事業の実施地域 

を越えた所から公共交通機関を利用した実費を徴収する。なお、自動車を利用した場合の交

通費は次の額を徴収する。通常の事業の実施地域を越えた所から、片道分を１キロメートル

あたり100円。 
(4) 死後の処置 

利用者家族より要望があった場合実施する死後の処置料は、20,000円（自費）とする。 

 (5) 支払い方法 

   ご指定の金融機関から銀行口座引落しにてお支払いいただきます。 

 

7 ご利用にあたってのお願い 

 保険証、医療受給者証の確認をさせていただきます。 

国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、特定医療費（指定難病）医療受給者証、

横浜市重度障害者医療証、身体障害者手帳、をお持ちの方はお知らせください。 

 

8 緊急時の対応 

 サービス提供にあたり、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、家族・主治

 医・救急機関等に連絡します。 

 

医療機関等 
主治医等の氏名： 

連絡先    ： 

緊急連絡先 
氏名     ： 

連絡先    ： 
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9 その他 

 サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。 

 (1) 看護師等は、年金の管理・金銭の貸借などの金銭の取扱いはいたしかねますので、 

ご了承ください。 

 (2) 看護師等は、保険制度上、利用者の心身の機能の維持回復の為に療養上の世話や診療の補助

を行うこととされています。それ以外の業務は認められていませんので、ご了承ください。 

 (3) 看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。 

 

10 相談窓口、苦情対応                                                         

 （1）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。                   

当社お客様相談窓口 

電話番号 045-787-4652 

fax番号  045-787-4126 

相談員（管理者）加藤 幸子 

対応時間 8:30～17:30（月曜日～金曜日） 

  

(2) 公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。 

横浜市金沢区 

高齢・障害支援課 

所在地  横浜市金沢区泥亀2-9-1 

電話番号 045-788-7868 

fax番号  045-784-4600 

対応時間 8:45～17:15 

神奈川県国民健康保険 

団体連合会（国保連） 

所在地  横浜市西区楠町27-1 

電話番号 045-329-3447 

利用時間 8:30～17:15 

 

11 個人情報の保護 
 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が

作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を

遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

２.事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以

外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用

者又はその家族の同意を得るものとする。 

 

12 虐待の防止 
 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。 
一 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を

図ること。 
二 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 
三 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 
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四 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 
  担当者 加藤 幸子 
 

13 研修 

 看護師として必要な知識・技能を有し、適切なサービスを提供できる事を目的に、研修を実施し

ます。 

(1) 採用時研修 採用後3か月以内 

(2) 継続研修 年6回 

 

14 衛生管理 

（1）事業者は、職員の健康保持の目的で、年1回以上の健康診断を受けるよう図ります。 

（2）職員が感染症に罹患した場合は、その職員の休職・復職については医師の指示に従います。 

 

15 秘密保持 

 （1）事業者は、業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密については、利用者又は第三者

の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除き、契約中及び契約終了後、

第三者に漏らすことはありません。 

（2）事業所は、あらかじめ文書により利用者の同意を得た場合には、利用者にサービスを提供す

るサービス事業者との連絡調整その他必要な範囲内で、同意した者の個人情報を用いること

ができるものとします。 

 

16 事故の発生時の対応 

 (1) 利用者に対する、指定訪問看護の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村・利

用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じる。 

 (2) 利用者に対する、指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償

を速やかに行う。ただし、事業所の責任を問われる事由でない場合は、この限りではない。 

 

17 当法人の概要                                                                       

 法人の名称 有限会社 在宅ナースの会 

代表者名 代表取締役 小菅 勉 

所在地（法人） 横浜市金沢区柳町15-6  

所在地・電話 

（事業所） 

横浜市金沢区寺前2-5-38 

045-787-4652 

業務の概要 

訪問看護ステーション(2カ所) 

看護小規模多機能型居宅介護(2カ所) 

地域密着型通所介護 

小規模多機能型居宅介護(2カ所) 

事業所数 7ヶ所 
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【 説明確認欄 】 

  

         令和  年  月  日 

 

サービス契約の締結に当たり、上記により重要事項の説明を受け、同意の上交付を受けました。 

 

                   利用者        氏 名                                 

 

                   利用者の家族等     

続柄(      )      氏 名                                 

 

サービス契約の締結に当たり、上記により重要事項を説明いたしました。 

 

                  事業者      所在地 横浜市金沢区寺前2-5-38         

                                 名 称  ふくふく寺前訪問看護ステーション      

説明者                                   


